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標準仕様書第4.0版案の対応内容
６月WT
後変更

６月WT
検討

見直しの
契機

検討の論点No

介護分野におけるDXの推進への対応として、

介護情報の電子的な共有等を行うため、機

能・帳票要件を見直している。

○○制度改正

介護分野におけるDXの推進への対応
① 介護情報基盤と自治体システム間での

介護情報の連携
② 保険者と医療機関・介護事業所間での

事務の電子化
・主治医意見書／意見書作成料請求書
の提出
・居宅（介護予防）サービス計画作成
依頼の届出

１

以下について、機能・帳票要件、帳票詳細要

件、帳票レイアウトを見直している。

○ 管理項目「合計所得金額」等の精査、名称

変更、補足の追記

○ 管理項目「端数設定区分コード」の名称見

直し

○ 帳票「介護保険被保険者証」のシステム印

字項目の「印字編集条件など」の見直し

○ 帳票「高額医療合算介護(予防)サービス

費の支給申請のお知らせ」の追加

○○
制度改正

以外

標準化PMOツールや関係省庁、検討会構
成員からのご意見・ご質問等を踏まえた機
能の見直し

２

○ 各検討論点に対する標準仕様書第4.0版案で対応した内容は、以下のとおりです。

なお、６月WT検討が「○」である事項の具体的な対応内容は、第１回WTの検討概要（令和６年６月14日）を参照してください。

１．標準仕様書第4.0版案の対応概要
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２．全国意見照会①（回答団体数と意見数）

○ 全国意見照会（令和６年７月８日（月）～19日（金））のご意見は、59団体より243件寄せられています。

※介護分野におけるDXの推進への対応に関する確認への回答のみの462団体は含めておりません。

○ 介護分野におけるDXの推進への対応と、関連する共通や認定に関する意見・質問が多く寄せられた。

※1 中核市の団体数は62であるが、１団体は広域連合を構成しているため集計上は61団体としている。

合
計

その他意見
改定・
正誤
対応

介護DX
対応

意見あり
団体数

自治体分類
(保険者数)

そ
の
他

総
合

統
計

給
付

認
定

受
給

滞
納

収
納

賦
課

資
格

共
通

本
編

138２５０124113６７６２19１２22９
指定都市
（20）

41２０１２１０４５３１５０３1416
中核市
（61）※1

15００００５１０００１５００３７
特別区
（23）

48１００２４４１４４３14０４７26
市町村
（1,427）

１００００００００００１０００１
広域連合
（40）

243５５１165118111613７44１９4659合計
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２．全国意見照会②（意見集約結果）

○ 243件のご意見のうち、２件に対して第4.0版案へ反映しています。

○ 継続検討としている事項として、介護分野におけるDXの推進への対応以外に、令和5年度からの継続検討と
している事項とeLTAXへの対応に関する事項にございます。

合計

その他
ご意見

標準化PMOツ
ール等からの
ご意見等を踏
まえた機能の

見直し

介護分野にお
けるDXの推進

への対応
対応方針

率件数

0.8%２１０１第4.0版案へ反映

96.7%235184９42
未対応
（規定済、代替可等）

2.5%６３０３継続検討

100.0%243188９46合計



３－１．介護分野におけるDXの推進への対応（1/3）
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○ 全国意見照会にて確認した「介護分野におけるDXの推進への対応」に関する回答の集計結果は次のとおりです。

Ｑ４
(有効回答あり)

Ｑ３Ｑ２
回答

団体数
自治体分類 回答

未選択
２．問題あり１．問題なし

回答
未選択

２．問題あり１．問題なし

15０15０１15０16指定都市（20）

29０29１１30８39中核市（61）※1

12０12００12２14特別区（23）

238１239６３246188437市町村（1,427）

７０７１０８３11広域連合（40）

１０１００１０１一部事務組合※2

００００００３３都道府県※3

302１303８５312204521合計

※参考：意見照会の設問※

Ｑ２．「介護分野におけるDXの推進への対応等について、必要な要件を追加」において、第4.0版案では適合基準日を「令和８年４月１日」としています。

介護情報基盤と連携する情報の連携機能について、適合基準日が「令和８年４月１日」で問題ないか否かについてのご回答

Ｑ３． （Ｑ２において「２．問題あり」と回答した場合に回答）

「02_標準仕様書【第4.0版】案に関する意見照会について」のスライド６記載の、No1～4の情報に関する適合基準日を「令和８年４月１日」とし、

No5～11の情報に関する適合基準日を「令和８年夏以降（時期未定）」とする場合、問題ないか否かについてのご回答

Ｑ４．（Ｑ３．において、「２．問題あり」と回答した場合に回答）

適当と考える適合基準日と、その理由

なお、Ｑ１とＱ５はご意見・ご質問に関する設問のため、下表からは除いています。意見数等はＰ３を参照ください。

※1 中核市の団体数は62であるが、１団体は広域連合を構成しているため集計上は61団体としている。

※2 一部事務組合は、介護保険者ではなく、一部事務（認定審査会等）を複数市町村で合同で実施している団体のこと。

※3 都道府県は、標準化範囲外であるが、回答ありのため、上表に追加している。



３－１．介護分野におけるDXの推進への対応（2/3）
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○ 設問のＱ２、Ｑ３、Ｑ４の回答内容から、追加する機能要件に対する最速の適合基準日に関する集計結果は

以下のとおりです。

なお、当集計は以下の留意事項があり、参考値として示すものである。

○ 集計にあたりＱ４の回答にて、日付として年月日でないものは便宜上、以下のとおり補正し計上している。

例）令和８年10月以降 ⇒ 令和8年10月1日 令和10年10月頃 ⇒ 令和10年10月1日 等

○ 未回答６団体、未定（提示不可等）51団体は含まれていない。

○ 都道府県３団体は「令和８年４月１日」（問題なし）、一部事務組合１団体は「令和８年10月１日」に計上している。

割合累計団体数
適合基準日

（最速）

44.0%204204令和８年４月１日

45.7%212８令和８年８月１日 ※1

47.4%220８令和８年８月１日 ※2

47.6%221１令和８年９月１日

76.7%356135令和８年10月１日

77.6%360４令和９年１月１日

83.6%38828令和９年４月１日

83.8%389１令和９年８月１日

87.1%40415令和９年10月１日

88.1%409５令和10年４月１日

99.8%46354令和10年10月１日

100.0%464１令和11年４月１日

--464計

※1 Q３で「1.問題なし」と回答した団体

※2 Q3で「2.問題あり」と回答し、Q4で「令和8年夏以降」と回答した団体

・「令和８年４月1日」で問題なしとする団体は、
204団体(44.0％)であった。

・ 一番多かったのは「令和８年10月１日」で
135団体(29.0％)を占めており、
「令和８年10月１日」までに実現可能とする
団体は356団体で、全体の76.7％であった。

・令和10年度以降を希望する団体も59団体
(12.7%)と一定数存在した。

・先送りする理由としては、職員の事務負荷や
ベンダのリソース不足、準備期間の不足等と
様々な理由が上げられている。

以上の各自治体の意見を踏まえ、追加する機能要
件の適合基準日については、現時点では令和８年
４月１日としつつ、介護情報基盤の施行日に関す
る介護保険部会の議論も踏まえ、下期の継続検討
事項とさせていただきます。



３－１．介護分野におけるDXの推進への対応（3/3）
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○ 全国意見照会の主な意見を踏まえた対応は、以下のとおりです。

第4.0版案の対応内容意見概要No

機能要件に記載しているAPI連携は、介護情報基盤と介護保険システム間でのＣＳＶフ

ァイル等の情報授受に関するＡＰＩ連携を想定しておりますので、誤解が招かないように

機能要件の※書きを以下のとおり見直しました。

なお、連携方式や連携頻度等は現時点の想定として記載しており、今後、介護情報基

盤に関するインタフェース仕様等の方針により、変更する可能性がございます。

［修正前］

※1 連携項目やAPI連携の仕様等については・・・

［修正後］

※1 連携項目、CSVファイルの授受に関するAPI連携の仕様等については・・・

○変更箇所（機能・帳票要件_1.介護保険共通）

機能ID 0231419～0231429

「連携項目やAPI連携の仕様等につ

いては」とあるが、API連携とは、介

護保険システムと介護情報基盤との

間のデータ（CSVファイル）を取り込

むためのAPIを想定しているのか。デ

ータ取り込みのためのAPIであれば、

それがわかるような記載にしてほし

い。

１

＜対応例＞機能ID 0231419



３－２．全国意見照会の主な意見と対応内容
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○ 全国意見照会の主な意見を踏まえた対応は、以下のとおりです。

第4.0版案の対応内容意見概要No

普通徴収の仮算定を行っている場合の「賦課-01_納入通知書（保険料額決定通知書）兼

特別徴収開始通知書」への印字仕様についてのご意見と理解しました。

帳票ID 0230022等の該当帳票における「印字編集条件など」において、普通徴収８月分以

降の期別では「仮算定の場合は印字しない」と記載しております。

ただし、仮算定期の設定は自治体により異なるため、４～６月が仮算定期の場合、普通徴

収の７月についても「仮算定の場合は印字しない」が適用されることで問題ないと考えます

ので、該当する帳票の帳票詳細要件における「印字編集条件など」に、「仮算定の場合、

本徴収期に該当する時は印字しない」を追記しました。

○変更箇所（帳票詳細要件_3.保険証賦課）

01.納入通知書（保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書

03.納入通知書（保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書（ハガキ様式）

13.納入通知書（保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書（納付書一体型）

賦課-01_納入通知書（保険料額決定通知書）

兼特別徴収開始通知書について、本市では

仮算定時（４～６月）における通知書を一部４

月に発送する運用を行っていますが、仮算定

時の通知書については、賦課-01_納入通知

書（保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通

知書に記載の内容のうち、これからの保険料

納付方法等と、保険料額の４～６月分の記載

のみ行っており、その他の記載は行っており

ません。このような、様式中に、記載する内容

が異なる場合の運用方法など、細かな事柄が

不明なため、運用上の不安を抱えております。

１

＜対応例＞帳票ID 0230022「賦課01.納入通知書（保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書



３－３．標準化PMOツールや構成員意見等に対する対応(1/4)
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○ ６月WT後の構成員等のご意見を踏まえて、以下のとおり変更しています。

第4.0版案の概要ご意見・ご質問の内容No

ご意見のとおり、機能ID 0230530の管理項目「合計所得金額」にて管理する

想定の情報は、負担限度額認定の判定にて使用する「合計所得金額から譲

渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を除いた金額」にな

ります。また、ご質問にあるデータ要件のデータ項目の４項目における「合計

所得金額」も同様の想定となります。

現在の表記ですと、特別控除等を除く前の「合計所得金額」が設定する等の

懸念も想定されますので、管理項目「合計所得金額」や合計所得金額に関す

る区分コード等について、当該項目がどの法令を根拠とするのか、以下の機

能IDの「機能要件」又は「要件の考え方・理由」へ補記いたしました。

【補記した機能ID】

0230125、0230126※、0230361、0230368、0230375、0230382、0230530、

0230532、0230579、0231156

※ 機能ID 0230126は、別対応により、新たに機能IDを附番します。

【レコード番号】4682

【課題名】機能ID：0230529、0230530 負担限度額の合計所得金額について

【課題内容】機能ID：0230530の管理項目で定義されている「合計所得金額」

は、その他の合計所得金額（年金雑所得分除く額）を指しているという認識

でよろしいでしょうか。あわせて、データ要件の項目ID：02301634（合計所得

金額）も同様の認識をしております。

また、データ要件について

項目ID：02301668 非課税８０万以下区分コード

項目ID：02301669 非課税１２０万以下区分コード

項目ID：02301670 非課税１２０万超区分コード

上記の項目定義に以下の記載があります。

「市町村民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額

が年間～万円〇〇であることを表すコード（0：非該当、1：該当）」

こちらも同様に合計所得金額＝その他の合計所得金額（年金雑所得分除く

額）でよろしいでしょうか。

※厳密には所得指標の取り扱いも含めます。

１

※修正例※ 機能ID 0230125 の場合



３－３．標準化PMOツールや構成員意見等に対する対応(2/4)
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第4.0版案の概要ご意見・ご質問の内容No

まず、機能・帳票要件の機能ID 0231410 、0231411にて規定する端数設定

区分コード（当初賦課）、端数設定区分コード（月割賦課）につきましては、ご

意見にあげていただいた＜ご参考＞のご意見のみを踏まえて対応したもの

ではなく、令和５年度第４回合同WTの資料１ P11にありますご意見も踏まえ

た対応になります。

次に、今回のご意見の内容を踏まえ、管理項目の扱いに誤解を与えかねな

い点があることから、管理項目の名称を変更しました。

＜修正内容＞

[第3.0版]

端数設定区分コード（当初賦課）、端数設定区分コード（月割賦課）

[第4.0版案]

端数設定区分コード（年間保険料額）、端数設定区分コード（期割額）

【レコード番号】5761

【課題名】

端数設定区分コード（当初賦課）、端数設定区分コード（月割賦課）について

【課題内容】

機能ID「0231410」「0231411」に追加された端数設定区分コード（当初賦課）、

端数設定区分コード（月割賦課）について、要件の見直しをお願いします。

意見照会の結果として追加されましたが、意見照会の御意見としては期割

額の端数設定と年間保険料の端数設定の2つが必要だと想定しております。

ご意見の中では以下の2つが記載されており、当初賦課、月割賦課に分ける

ことでは実現できないと考えます。

①期割額に100円未満の端数あり⇒最初の納期に合算

②年間保険料の100円未満⇒切り捨て

弊社のパッケージでは、期割額、段階保険料、算出保険料での端数設定が

可能です。少なくとも期割額、年間保険料の端数設定が必要だと考えます。

２

※修正例※ 機能ID 0231410 の場合



３－３．標準化PMOツールや構成員意見等に対する対応(3/4)
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第4.0版案の概要ご意見・ご質問の内容No

ご意見のとおり、被保険者証の該当箇所の印字について「平成26年11

月10日 全国介護保険担当課長会議資料」にて示されておりました。一

方、自治体によっては事業対象者の場合も被保険者証へ印字し運用

されていることから印字できるようにしてほしい等の意見照会のご要望

もございました。

以上のことから、印字することを基本とし、運用等によっては事業対象

者の場合に印字しないことも差し支えないものとするよう、以下のとお

り、「印字編集条件など」を見直しました。

【仕様書該当箇所】

帳票詳細要件_2.被保険者資格 帳票ID 0230010（介護保険被保険

者証）

【修正内容】

［修正前］三面のうち中央、要介護・要支援・事業対象者の場合のみ

印字、和暦表記

［修正後］三面のうち中央、要介護・要支援・事業対象者の場合は印

字（事業対象者の場合に印字しないことも可）、和暦表記

【帳票詳細要件_2.被保険者資格】 帳票ID「0230010」介護保険被保険者証

被保険者証の事業対象者の場合の印字について従来通りの仕様に見直しいた

だきたい。帳票詳細要件の「0230010 介護保険被保険者証」について

18 認定の有効期間 有効期間開始日

19 有効期間終了日

20 居宅サービス等 区分支給限度基準額（期間開始日）

21 区分支給限度基準額（期間終了日）

上記項目の「印刷編集条件など」欄に「三面のうち中央、要介護・要支援・事業対

象者の場合のみ印字、和暦表記」という記載があります。

しかし、事業対象者の場合の被保険者証印字については総合事業が運用された

当時に「総合事業の事業対象者に係る被保険者証・負担割合証の取扱いについ

て」にて印字仕様が提示されております。

参考：https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-

Soumuka/0000064533.pdf

そのため、「三面のうち中央、要介護・要支援・事業対象者の場合のみ印字、和暦

表記」の記載は誤りだと想定しております。それとも、標準化のタイミングで印字仕

様を変更する意図があるのでしょうか？

３



３－３．標準化PMOツールや構成員意見等に対する対応(4/4)

12

第4.0版案の概要ご意見・ご質問の内容No

介護保険最新情報Vol.240の内容を踏まえ、改めて厚生労働省様と協議した結

果、高額医療合算介護サービス費については、介護保険最新情報Vol.240にお

いて、医療と介護の各月の自己負担額を把握できる場合については可能な限

り、勧奨を実施していただきたいとされており、また消滅時効の中断については、

医療のみの勧奨の場合はその効力が発揮しないと解釈できることから、高額医

療合算介護（予防）サービス費に係る消滅時効においても高額介護サービス費

と同様の措置がとれるよう、以下の機能・帳票要件、帳票詳細要件、帳票レイ

アウトを標準オプション機能実装必須機能（適合基準日：令和８年４月１日）とし

て追加しました。

【追加した機能要件・帳票要件】

機能・帳票要件_8.給付管理 機能ID 0231434、0231435

帳票詳細要件_8.給付管理 帳票ID 0230220「54.高額医療合算介護(予防)サ

ービス費の支給申請のお知らせ」

帳票レイアウト_8.給付管理 帳票ID 0230220「54.高額医療合算介護(予防)サ

ービス費の支給申請のお知らせ」

【レコード番号】3046

【課題名】介護保険システム 仕様書管理ＮＯ.1.8.9「高額合算（交付申

請）」及び1.8.10「高額合算（支給申請）」について

【課題内容】

勧奨通知機能について記載がありませんが、受給権の時効延長のため

に勧奨通知の発送を行っており、オプション機能等で引き続き事務を行う

ことはできるのか。

できないようであれば時効の延長について国としての取り扱いを示してい

ただきたい。

介護保険最新情報Vol.240によると、申請の勧奨により受給権の消滅時

効が中断される効果があり、医療保険者が行う勧奨のみでは効果が発

生しないと読み取れます。

４

新規追加した、帳票ID 0230220「54.高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請のお知らせ」の
「帳票詳細要件_8.給付管理」と、「帳票レイアウト_8.給付管理」は別紙の介護保険システム標準仕様書を参照ください。

【検討会終了後の補記・修正】
構成員からのご意見を踏まえ、第２回検討会後に「第4.0版案の概要」と、機能要件の実装区分及び適合基準日を修正しました。
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○ 横並び調整方針の改定（予定）により、帳票要件の適合基準日の対応を行いました。

３－４．標準化対象２０業務の横並び調整方針の対応(1/2)

介護保険の標準仕様書では、
「二次元コード」と表記して
いたため、修正箇所なし。
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○ 帳票要件の適合基準日は、帳票詳細要件一覧及び帳票レイアウト一覧に適合基準日の欄を追加し、機能・帳票

要件で帳票出力機能が実装必須機能である帳票に関して適合基準日を記載しています。

３－４．標準化対象２０業務の横並び調整方針の対応(2/2)

「令和8年4月1日」
を一律に記載
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４．主な継続検討事項

対応の方向性検討の概要継続検討・確認事項No

・ 今後提示予定の介護情報基盤との連携インタフェース
仕様の内容を踏まえ、機能・帳票要件を見直す想定で
ある。また、機能別連携仕様の改定をデジタル庁と調
整する予定である。

・ 全国意見照会での確認結果等を踏まえ、追加した機能
要件の適合基準日を確定させる予定である。

・ その他必要な見直しや説明の追記等を対応する予定
である。

・ 介護情報基盤との連携インタフェース仕様を
踏まえた検討と反映

・ 介護情報基盤との連携機能等の機能要件
の適合基準日の確定

介護分野における
DXの推進への対応

１

「高額介護サービス費以外の各種サービス費」、「高額医
療合算介護予防サービス費相当事業」にも調整（相殺）を
適用できるかどうか、法令等の観点も含め確認中で、適
用可能な場合は機能要件を追加する想定である。
なお、令和５年度からの継続検討事項として管理してい
る。

以下の機能について継続検討となっている。
・ 高額介護サービス費以外の各種サービス費

との調整（相殺）機能
・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事

業との調整（相殺）機能

全国意見照会での
対応

２

令和８年９月開始を目指すこととされている点を踏まえ、
eLTAXとの連携機能の追加や納付書の地方税統一QRコ
ード対応等を反映する必要があるため、介護保険システ
ム標準仕様書の機能・帳票要件、帳票詳細要件、帳票レ
イアウトを改定する予定である。

規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決
定）及び地方公共団体への公金納付のデジタ
ル化に向けた取組の実施方針（令和５年10月
６日関係府省庁連絡会議決定）等を踏まえ、
公布された地方自治法の一部を改正する法
律（令和６年法律第65号）に則り、一部の納税
に対応しているeLTAXでの取り扱いを他公金
収納でも利用可能となっている。

３

なお、上記以外に次の事項についても対応する可能性があります。

・政府方針や国施策、追加の事務連絡等により影響がありかつ対応が必要な事項

○ 主な継続検討事項は、以下のとおりです。


